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活
用
し
、
事
業
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か
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指
定
化
学
物
質
の

取
扱
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切
な
実
施
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、

切
な
実
施
を
図
る
こ
と
。

「
化
学
品
の
分
類
お
よ
び
表
示
に
関
す
る
世
界
調
和
シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｈ

Ｓ
）
」
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｚ
七
二
五
二
及
び
Ｚ
七
二
五
三
に
従

い
、
化
学
物
質
の
自
主
的
な
管
理
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。


